
単位：円

区　　分 単位

全面 18,680 24,280

1コース（25ｍ） 2,270 2,950

一般使用 小中学生 180 230

高校生等 380 500

その他 490 640

回数券 小中学生 1,620 2,070

高校生等 3,420 4,500

その他 4,410 5,760

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 670 870

スポーツ しない場合 その他 1,340 1,740

入場料金を徴収 高校生等以下 1,340 1,740

する場合 その他 2,680 3,480

アマチュア 入場料金を徴収しない場合 4,020 5,220

スポーツ以外 入場料金を徴収する場合 6,700 8,700

第1会議室 370 480

第2会議室 480 630

食堂 610 800

一般使用 中学生以下 70 90

高校生等 110 150

その他 220 290

回数券 中学生以下 770 1,060

高校生等 1,100 1,520

その他 2,200 2,900

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 730 950

スポーツ しない場合 その他 2,190 2,850

入場料金を徴収 高校生等以下 1,460 1,900

する場合 その他 4,380 5,700

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 1,460 1,900

スポーツ以外 しない場合 その他 4,380 5,700

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 2,920 3,800

スポーツ以外 する場合 その他 8,760 11,400

営利目的 21,900 28,500

照明設備 2,400 3,120

専用使用

個人使用

鶴岡市民プール

鶴岡市小真木原陸上
競技場

専
用
使
用

グラウンド
専
用
使
用

個
人
使
用

グラウンド

アリーナ

鶴岡市小真木原総合
体育館
（つるしんアリーナ
小真木原）

1時間

【鶴岡地域】体育施設使用料改定価格　一覧

施設名等
　　　　　　現　　　　　　行

現行使用料
（R8.10.1～）
改正使用料

1時間

1人1回

10回券

1時間

1人1回

20回券



アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 290 370

スポーツ しない場合 その他 870 1,140

入場料金を徴収 高校生等以下 580 740

する場合 その他 1,740 2,280

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 580 740

スポーツ以外 しない場合 その他 1,740 2,280

入場料金を徴収 高校生等以下 1,160 1,480

する場合 その他 3,480 4,560

営利目的 8,700 11,400

照明設備 220 290

大会議室 1,140 1,480

第1～第4会議室 220 290

役員室 1,140 1,480

第1～第4選手控室 450 590

会食室 1,140 1,480

その他の諸室 220 290

中学生以下 60 80

高校生等 110 150

その他 220 290

一般使用 中学生 100 130

高校生等 160 200

その他 320 410

回数券 中学生 1,000 1,300

高校生等 1,600 2,000

その他 3,200 4,100

年間パス券 中学生 2,000 2,600

高校生等 3,200 4,000

その他 6,400 8,200

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 530 680

スポーツ しない場合 その他 1,590 2,060

入場料金を徴収 高校生等以下 1,060 1,360

する場合 その他 3,180 4,120

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 1,060 1,360

スポーツ以外 しない場合 その他 3,180 4,120

入場料金を徴収 高校生等以下 2,120 2,720

する場合 その他 6,360 8,240

営利目的 15,900 20,600

照明設備 1,140 1,480

専
用
使
用

専
用
使
用

鶴岡市小真木原総合
体育館
（つるしんアリーナ
小真木原）

鶴岡市朝暘武道館 大武道場

個
人
使
用

アリーナ、
第1・第2
多目的ホー
ル

トレーニン
グルーム

1時間

1年間

11回券

1人1回

第1・第2
多目的ホー
ル

1時間



アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 380 490

スポーツ しない場合 その他 1,140 1,480

入場料金を徴収 高校生等以下 760 980

する場合 その他 2,280 2,960

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 760 980

スポーツ以外 しない場合 その他 2,280 2,960

入場料金を徴収 高校生等以下 1,520 1,960

する場合 その他 4,560 5,920

営利目的 11,400 14,800

照明設備 520 680

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 630 820

スポーツ しない場合 その他 1,900 2,480

入場料金を徴収 高校生等以下 1,260 1,640

する場合 その他 3,800 4,960

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 1,260 1,640

スポーツ以外 しない場合 その他 3,800 4,960

入場料金を徴収 高校生等以下 2,520 3,280

する場合 その他 7,600 9,920

営利目的 19,000 24,800

照明設備 520 680

高校生等以下 120 160

その他 380 490

照明設備 240 310

弓道場和室
（R8.10.1～）

新設
300

役員室 700 920

会議室 1,160 1,510

控室 230 300

専
用
使
用

鶴岡市朝暘武道館

1時間

柔道場
剣道場

弓道場

体操ピット



中学生以下 60 80

高校生等 120 150

その他 230 290

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 1,150 1,490

スポーツ しない場合 その他 2,300 2,980

入場料金を徴収 高校生等以下 2,300 2,980

する場合 その他 4,600 5,960

アマチュア 入場料金を徴収しない場合 9,200 11,920

スポーツ以外 入場料金を徴収する場合 27,600 35,760

職業野球

照明設備 全灯 3,430 4,460

減灯 2,000 2,600

高校生等以下 580 760

その他 1,750 2,280

照明設備使用 570 740

トレーニングルーム 590 760

会議室 1,130 1,470

中学生以下 60 80

高校生等 110 150

その他 220 290

入場料金を徴収しない場合 高校生等以下 1面 180 240

その他 1時間 550 720

入場料金を徴収する場合 高校生等以下 360 480

その他 1,100 1,440

照明設備 1面30分 280 370

放送設備 1日 1,370 1,780

鶴岡市朝暘武道館

鶴岡市小真木原野球
場
（WaTaRaI鶴岡ド
リームスタジアム）

276,000 357,600

個
人
使
用

専
用
使
用

第1・第2
室内練習場

1人1回

1時間

最高入
場料金
の300人
分に相
当する
額

グラウンド

30分

1時間

柔道場
剣道場
弓道場

第1・第2
室内練習場

鶴岡市小真木原テニ
スコート

1人1回

個
人
使
用



中学生以下 3,140 4,080

高校生等 4,710 6,130

その他 7,860 10,220

照明設備 2,290 2,970

中学生以下 210 270

高校生等 320 410

その他 530 690

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 250 320

スポーツ しない場合 その他 750 970

入場料金を徴収 高校生等以下 500 640

する場合 その他 1,500 1,940

アマチュア 入場料金を徴収しない場合 2,250 2,910

スポーツ 入場料金を徴収する場合 3,750 4,850

照明設備 270 350

放送設備 1日 1,370 1,780

高校生等以下 1コース 520 670

その他 1時間 1,040 1,360

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 350 460

スポーツ しない場合 その他 1,040 1,360

入場料金を徴収 高校生等以下 700 920

する場合 その他 2,080 2,720

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 700 920

スポーツ以外 しない場合 その他 2,080 2,720

入場料金を徴収 高校生等以下 1,400 1,840

する場合 その他 4,160 5,440

営利目的 10,400 13,600

照明設備 870 1,140

照明設備 全灯 1,600 2,080

２分の１灯 800 1,040

照明設備 全灯 1,600 2,080

２分の１灯 800 1,040

鶴岡市小真木原
スケート場

鶴岡市グラウンド・
ゴルフ場

鶴岡市宝田体育館

鶴岡市東部運動広場

鶴岡市大山運動広場

専
用
使
用

個
人
使
用

30分

30分

専
用
使
用

鶴岡市小真木原相撲
場

1時間

1人1日

1時間

1時間



アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 800 1,040

スポーツ しない場合 その他 2,400 3,120

入場料金を徴収 高校生等以下 1,600 2,080

する場合 その他 4,800 6,240

アマチュア 入場料金を徴収 高校生等以下 1,600 2,080

スポーツ以外 しない場合 その他 4,800 6,240

入場料金を徴収 高校生等以下 3,200 4,160

する場合 その他 9,600 12,480

営利目的 24,000 31,200

照明設備 400 520

会議室 800 1,040

ホール 400 520

照明設備 全灯 1,600 2,080

２分の１灯 800 1,040

照明設備 ４基 300 390

３基 220 280

現行使用料 改正使用料

鶴岡市立学校屋外運動場照明施設使用料

アリーナ専
用
使
用

30分

1時間

鶴岡二中・鶴岡四中屋外運動場照明施設

櫛引中屋外運動場照明施設

鶴岡市屋内多目的
運動場
（JA鶴岡だだちゃ
アリーナ）

30分


